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◎
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
二
条
第
五
号
ロ
の
旅
券
を
所
持
す
る
外
国
人
の
上
陸
申
請
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
対
照
表 

○
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
二
条
第
五
号
ロ
の
旅
券
を
所
持
す
る
外
国
人
の
上
陸
申
請
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
□
抄
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
□ 
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□
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
改
正
□ 

第
一
条 

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
□
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九

号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

□
略
□ 

第
六
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

第
六
十
七
条 

外
国
人
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
許
可
を
受
け
る
場
合
に

は
□
当
該
許
可
に
係
る
記
載
□
交
付
又
は
証
印
の
時
に
□
当
該
各
号
に
掲

げ
る
許
可
の
区
分
に
応
じ
□
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内

に
お
い
て
□
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
□ 

一 

第
二
十
条
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
在
留
資
格
の
変
更
の
許
可 

十
万
円 

二 

第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
在
留
期
間
の
更
新
の
許
可 

十

万
円 

三 

第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
永
住
許
可 

三
十
万
円 

四 

第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
入
国
の
許
可
□
同
条
第
五
項

□
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
改
正
□ 

第
一
条 

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
□
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九

号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

□
略
□ 

第
六
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

第
六
十
七
条 

外
国
人
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
許
可
を
受
け
る
場
合
に

は
□
当
該
許
可
に
係
る
記
載
□
交
付
又
は
証
印
の
時
に
□
当
該
各
号
に
掲

げ
る
許
可
の
区
分
に
応
じ
□
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内

に
お
い
て
□
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
□ 

一 

第
二
十
条
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
在
留
資
格
の
変
更
の
許
可 

十
万
円 

二 

第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
在
留
期
間
の
更
新
の
許
可 

十

万
円 

三 
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
永
住
許
可 

三
十
万
円 

四 

第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
入
国
の
許
可
□
同
条
第
五
項
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の
規
定
に
よ
る
有
効
期
間
の
延
長
の
許
可
を
含
む
□
□ 

一
万
円 

２ 
前
項
の
政
令
で
定
め
る
額
は
□
実
費
並
び
に
外
国
人
の
適
正
な
在
留
の

確
保
に
関
す
る
事
務
に
要
す
る
費
用
□
本
邦
に
適
法
に
在
留
す
る
外
国
人

が
安
定
的
か
つ
円
滑
に
在
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
支

援
に
関
す
る
事
務
に
要
す
る
費
用
そ
の
他
の
外
国
人
の
出
入
国
及
び
在
留

の
公
正
な
管
理
に
要
す
る
費
用
の
額
及
び
諸
外
国
に
お
け
る
同
種
の
手
数

料
の
額
を
勘
案
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
□ 

３ 

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
許
可
を
受
け
る
者
□
同
号

に
掲
げ
る
許
可
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
□
第
二
十
二
条
第
二
項
た
だ
し

書
又
は
第
六
十
一
条
の
二
の
十
四
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
者
に
限

る
□
□
の
う
ち
□
経
済
的
困
難
そ
の
他
特
別
の
理
由
に
よ
り
手
数
料
を
減

額
し
□
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者

に
つ
い
て
は
□
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
□
第
一
項
の
手
数
料
を
減

額
し
□
又
は
免
除
す
る
□ 

□
略
□ 

の
規
定
に
よ
る
有
効
期
間
の
延
長
の
許
可
を
含
む
□
□ 

一
万
円 

２ 

前
項
の
政
令
で
定
め
る
額
は
□
実
費
並
び
に
外
国
人
の
適
正
な
在
留
の

確
保
に
関
す
る
事
務
に
要
す
る
費
用
□
本
邦
に
適
法
に
在
留
す
る
外
国
人

が
安
定
的
か
つ
円
滑
に
在
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
支

援
に
関
す
る
事
務
に
要
す
る
費
用
そ
の
他
の
外
国
人
の
出
入
国
及
び
在
留

の
公
正
な
管
理
に
要
す
る
費
用
の
額
及
び
諸
外
国
に
お
け
る
同
種
の
手
数

料
の
額
を
勘
案
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
□ 

３ 

法
務
大
臣
は
□
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
許
可
を
受

け
る
者
□
同
号
に
掲
げ
る
許
可
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
□
第
二
十
二
条

第
二
項
た
だ
し
書
又
は
第
六
十
一
条
の
二
の
十
四
に
規
定
す
る
場
合
に
該

当
す
る
者
に
限
る
□
□
が
経
済
的
困
難
そ
の
他
特
別
の
理
由
に
よ
り
手
数

料
を
減
額
し
□
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
者
と
し
て
政
令
で
定

め
る
者
で
あ
る
と
き
は
□
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
□
第
一
項
の
手

数
料
を
減
額
し
□
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

□
略
□ 

 

 


